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雇用調整助成金を不正に受給した事業所名の公表について 
 

今般、下記の事業主について、雇用調整助成金を不正に受給したことが確認され、支給

決定の取消し及び不支給決定を行いましたので、公表します。 

 

事業主 
名称 有限会社栄光石油 

代表者氏名 取締役 白石尚記 

事業所 

名称 
有限会社栄光石油 

所在地 
愛媛県今治市朝倉下甲１３３６－１１ 

事業の概要 
石油販売業 

不正受給の概要 

助成金名 
雇用調整助成金 

金額 

(返還状況） 

10,909,442円（一部返還済み） 

支給決定等 

取消年月日 

令和4年7月21日 

内容 

実際には雇用していないにもかかわらず、

雇用し休業したとする虚偽の申請書類を作

成し、当該助成金を不正に受給したもの。 
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